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研究成果の概要（和文）： 
 本研究では、ドイツ化学工業を舞台とした認可闘争において参加主体とゲーム・ルールの双

方で 1880 年代が一大分岐点をなすことを明らかにし、Uekötter(2007)や Bayerl(1994)が主張

する「環境史の分水嶺としての第二帝政期」や「大工業の序曲」の所説を再確認した。主要な

成果は、1)科学技術の素人集団である「地区委員会」が審査窓口となったこと、2)現地状況に

代わり科学技術が審査基準となったこと、3)認可闘争は下火に向かったこと、の 3 点に要約で

きる。 
 
研究成果の概要（英文）： 

  The 1880s occupies a fundamental turning point in the environmental history of Germany, which is 

symbolically expressed as “the Second German Empire as the watershed of environmental history” 

(Uekoetter, 2007) or “an overture to a big industry” (Bayerl, 1992). The main outcomes are summarized 

as follows.1) The district-committee, which was composed of local industrialist, trader and landowner, 

replaced the “collegium”, which had been composed of legal, medical and architectural experts.2) 

Standards for judgments shifted from local conditions around a factory to the technological 

measures.3)Cases of Concession-Conflicts diminished drastically after the1880s. 
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１．研究開始当初の背景 
 ドイツ化学工業は、英仏より遅れてスター
トしたが、1880 年代後半以降「生産の科学化」

を背景にして急成長を遂げ、20 世紀初頭には
合成染料によって世界市場を席巻するに至
った。この事実が、これまでの研究スタンス
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に強い影響を与えてきた。 
 (1)ドイツ化学工業の急成長の推進要因探
しが好みのテーマとされてきた。我が国でも
寡占的大企業の形成史に関しては加来(1986)
や工藤(1999)に代表されるような優れた業績
が発表されてきた。 
 (2)しかし、ドイツ化学工業は自由な市場条
件のもとで発展してきたわけではない。1970
年代以降に活性化した環境史研究が教える
ように、1845 年『営業条例』は化学工場の建
設ないし経営内容変更時には、それに先行し
て行政当局から認可取得を義務づけていた。
そして、企業家による認可申請と計画公示を
契機にして周辺住民から頑強な抵抗を受け
ることになった。特に、多様な有害原料を大
量に使用して、健康・財産被害が危惧される
からである。 
 (3)そこで寡占的大企業の形成にとっての
道ならし過程の一つとして、1880 年代以降の
認可闘争の退潮を考察することが不可欠と
考えられた。 
 
２．研究の目的 

(1)1845-1910 年デュッセルドルフ行政管区
内に立地する化学企業による認可申請を契
機に発生した環境闘争の特質の変化につい
て、参加主体(政府・自治体、企業、市民)の
関係の変化と社会経済・法政的なゲーム・ル
ールの変化とを対応させながら考察する。そ
れを通じて、内外の研究史に３つの角度から
貢献することを目的としている。 

①後発工業国ドイツにおける急速な工業
化の要因を「社会全体の産業化」から考察し、
「自然の資源化」を含めた政治・社会的特質
を「大工業への序曲」概念に収斂させて考察
した Bayerl(1994)の業績に、その一齣として
「環境闘争の鎮静化」を加えることができる。 

②Uekötter(2007)は、「第 2 帝政期を環境史
の分水嶺」と捉える所説を提示した。その一
つの指標は、「環境政策の科学化」だが、そ
こで挙げられた帝国の研究機関の創設とは
違って、認可闘争の参加主体と判定基準とし
ての科学技術主義の勝利の過程をクローズ
アップすることで、「環境政策の科学化」を
社会の深部から考察することができること。 
③上記のように、寡占的大企業の形成史に

先行ないし平行した環境闘争の鎮静化と科
学技術主義の勝利を跡づけることで、環境史
の成果も取り入れた社会経済史像を提示で
きること。 

(2)ドイツ環境史は、米国より遅れて始動し
たが、「思春期を通過して」(Freytag,2006)独
自の学問分野として確立したといわれてい
る。ただ、Toyka-Seid(2003)の動向論文から読
みとれるように、研究対象と方法は収斂する
というよりは、むしろ拡散傾向にあるが、次
の２つの論点を継承しつつ、実証研究に取り

組む。 
①環境問題を孤立して考察するのではな

く、時代的文脈内に的確に位置づけながら接
近すること。 
②「経済成長・技術進歩」概念に囚われず

に経済社会の歩みの再構成を目指すこと。 
 (2)実証研究の対象にはライン地方(デュッ
セルドルフ行政管区)に位置する化学企業を
取り上げ、認可闘争の行方をも左右するよう
な社会経済・法制的なゲーム・ルールの変化
と関連づけつつ検討する。幸い、本研究の叩
き台となる優れた業績は、発表されている。 
  ①Hüttenberger(1992)：1875/77 年イエガー闘
争を「1870 年代デュッセルドルフ行政管区で
発生した環境闘争の最も典型的な事例」と捉
え、5 つの特徴を析出している。その当否の
検討から、環境闘争の時代相を浮き彫りにで
きる。 
 ②Henneking(1994)は、第一次世界大戦前ラ
イン地方の化学企業 122 社の認可申請を契機
に発生した環境闘争を網羅的に検討して、史
料調査、闘争の行方、法制的変化、化学連盟
の活動など多くの点で啓発を受けた。ただ、
前半部の制度変化と後半部の事例研究が有
機的関連のもとに捉えられていないこと、そ
して事例研究が企業の立地する都市毎では
なく、染料・肥料といった生産部門別に行わ
れていて、多くの場合、反対派住民と連携し
て市当局が抵抗した事実を看過しているこ
と、など欠陥もある。 
 
３．研究の方法 

(1)ドイツ環境史研究の最近の潮流を意識
しながら、「政策主体アプローチ」と呼ぶ接
近方法を採用した。すなわち、環境闘争に関
係する諸主体(政府、企業、住民)間の関係の
変化を、法制的・社会経済的なゲーム・ルー
ルの変遷と対応させつつ考察することにし
た。その際、経済還元主義・科学技術主義に
代表されるような既成の代理論に囚われず、
換言すれば「最初から環境的善玉・悪玉」図
式から出発せずに、主体間の関係の変化を追
跡する Siemann/Freytag(2003)、Radkau (2003)、
Uekötter(2003)や米国の Tarr(2005)らと、相通
ずるところがあることを指摘しておきたい。 

(2)実証研究の中心対象には、バルメンとデ
ュッセルドルフに本拠を構えたイエガー染
料会社を取り上げた。Pohl(1983)が指摘する
ように、ドイツで最初にアニリン赤(フクシ
ン)生産を手がけた開拓者として化学工業史
に鮮明な足跡を残しており、また Henneking 
(1994)から「13 度認可申請して全てで抵抗を
受けた唯一の企業」と表現されたように、
1862-1909 年に繰り返し認可闘争の洗礼を浴
びて、長期にわたり多様な史料が伝来するか
らである。 

①2010 年度にノルトライン・ヴェストファ



ーレン州立文書館(デュッセルドルフ)で 2 度
実施した史料調査・収集作業によって、必要
な史料は入手した。 

②ただ、次の２つの状況を考慮し、また独
占形成期の認可闘争の特徴をいちだんと浮
き彫りにするために、イエガー会社以外の史
料も利用することにした。 

一つに、イエガー会社をめぐる認可闘争は、
1861 年改訂版『営業条例』・『執行規則』の発
布後に発生しており、1845 年『営業条例』に
よる事前認可制度導入直後の事例を見るた
めに、ヴェーゼントフェルト化学会社(1845 - 
1873)を取り上げることにした。 
他方で、1880 年代(後述のように認可闘争

の大きな分岐点に当たる)のイエガー会社関
係の史料が所収される原本は、損傷が激しい
など判読不能な箇所が多々あったため、ヘル
ベルツ化学会社とダール染料会社を取り上
げた。  
 
４．研究成果 
(1)ドイツ化学工業における環境闘争は、1880
年代半ばに大きな分岐点を経過し、20 世紀初
頭に一つの到達点に達した。その意味から、
「第二帝政期を環境史の分水嶺」に位置づけ
る Uekötter(2007) や Brüggemeier/Rommels- 
pacher(1992)らの所説、あるいは認可闘争の鎮
静化を Bayerl(1994)のいう「大工業の序曲」
の一齣に位置づける見方は、確認できたとい
えよう。なお、田北(③⑤)の主要な検討結果
は、下記の通りである。 
 ①1880 年代は認可審査において大きな転
換点をなしている。一つに、1883 年『行政法』
により人口 1万以上の都市では、化学工業の
認可審査の窓口は国王政府・内務部・合議団
から「地区委員会」に代わった。この地区委
員会は、科学技術の素人である地方名士(企
業家・商人・農場主など)から構成されてお
り、法律・医療・建築の専門家からなる合議
団と交替したことは、審査体制の一大変革を
意味していた(但し、デュッセルドルフ行政
管区で実際に地区委員会が活動を開始した
のは、1888 年秋以降のことである)。二つに、
1884 年改訂版『営業条例』により、認可申請
時に提出される書類・図面の予備審査のうち
郡医師にかわって営業監督官が登場した。彼
らの資格取得試験に医学は含まれていず、長
期的には大きな影響があると考えられる。加
えて、営業評議員は、計画公示後の異議申し
立てがあった場合に開催される、意見聴取会
に専門家の資格で参加するようになり、それ
まで専門家の資格でしばしば招聘されてい
た実業学校の化学教師にとってかわった。 
 ②1880 年代半ばの２つの闘争からは、20
世紀初頭への過渡期の特質を読み取れた。 
 1.ヘルベルツ闘争において国王政府は、ボ
ン大学のフライターク教授の証言と工場周

辺の地形・風向き・営業配置など現地状況を
考慮しつつ、認可申請の出たアンモニアにつ
いては退ける決定をくだした。 
 2.その後、企業家はベルリンの商務相宛に
抗告した。商務相は、修正版の経営説明書・
図面を拠り所にアンモニア生産に認可発給
するように決定した。現地状況は一切考慮さ
れず、もっぱら科学技術の進歩に依拠してい
た。 
 3.ダール闘争ともども、新たなタイプの専
門家が科学的鑑定の担い手として登場した。 
ドルトムント在住の「裁判において宣誓の上、
証言できる化学者」の資格をもつ化学者がそ
れに当たる。このような職業が登場したこと
自体、化学工業をめぐる認可闘争の判定基準
が、大きく科学技術へ傾斜したことを示して
いる。なお、そのカイザー博士は、エルバー
フェルトの市立病院長・公衆衛生評議員の資
格をもつ人物から鑑定依頼をうけるなど市
民レベルでは高い評価をえていたが、国王政
府からは「ヴッパータールの産業には通暁し
ているが、私的な化学者」と、官製の化学者
より一段低い存在と見なされおり、専門家の
序列化の端緒を読み取れる。 
 4.ダール闘争からは、科学技術主義の浸透
に伴い、直接闘争に参加するのが困難となっ
てきたことを窺わせる新たな状況を読み取
れる。すなわち、反対派住民を支援するため
に化学工場街に居住する住民 23 名が「食事
仲間」と称する支援団体を組織して日常的な
被害状況を訴えている。 
 5.ダール闘争の抗告審は、反対派の提出し
たカイザー博士らの鑑定書の効果なく、科学
技術の進歩により問題は解決できると判定
して終わった。 
 ③20 世紀初頭のイエガー闘争は、科学技術
主義の勝利を強く印象づけた。 
 1.地区委員会が審査窓口として、営業監督
官が意見聴取会に専門家資格で登場してお
り、しかも 1884 年改訂版『営業条例』にお
ける「至急事項」指定を反映するかのように、
計画公示時点で意見聴取会の開催期日が掲
載されており、審査の迅速化が一段と進めら
れた。 

2.計画公示後の意見聴取会のなかで明らか
になった経営説明書・図面の不備を手直しし
た修正版と「学界・産業界でアニリン染料の
権威」と定評のあるベルリン工科大学教授ヴ
ィット博士の鑑定書に対して、反対派は意見
表明を求められた。この高いハードルを前に、
半数の反対派が異議を取り下げた。 

3.営業監督官は、ヴィット博士の鑑定書の
提言を受け入れて、条件付きでの認可発給を
提案した。科学技術の素人集団である地区委
員会も、それを追認した。 

4.反対派は、抗告審まで争ったが、商務相
は、認可条件に書かれていた「実践可能な限



り」という曖昧な表現を改め、排出ガスの「限
界値」を挙げることで抗告を退けている。も
はや現地状況は考慮されていず、「環境問題
は科学技術の進歩により解決可能である」と
する姿勢が明確化した。それと並行して専門
家の序列化が鮮明となったことは、言うまで
もない。 

(2)2004 年仮説の修正 
筆者は、ルール地方の環境史に関して優れ

た業績を多数発表している Brüggemeier の所
説を下敷きにして、19-20 世紀初頭の主体配
置とゲーム・ルールについて、次のような３
段階仮説を提示していた。 

第 1 期(1800-1845)：政府・企業・住民の 3
主体。隣人権(政府の認可発給とは別に事前協
議・事後的な営業停止請求権の留保：公法・
私法)に基づき住民が政府・企業双方に強い影
響力を行使できる時期。 
第 2 期(1845-1880)：政府・企業・住民の 3

主体だが、営業認可制度の導入により認可発
給権が国王政府に移り、住民は計画公示後の
異議申し立てを通じて公法的権利を行使す
るように制限された。 
第 3 期(1880-1914)：政府・企業の 2 主体へ

の後退。寡占的大企業の形成に伴う経済政治
的影響力の拡大と認可審査体制の変容によ
り認可審査の集権化と「産業保護」の道具立
てへの移行が完成した。 
①2004 年仮説は、農業社会の色濃く残る初

期工業化期の支配的ゲーム・ルールを隣人権
と捉え、1845 年『営業条例』により導入され
た事前営業認可制度により公法・私法が分離
される過程を追究することを主眼としてい
た。 

②1845-1909 年の認可闘争にかんする実証
研究を通じて、主体とゲーム・ルールとの複
合性が明らかになったが、その点を修正する
限りで、当初考えた 3 段階の仮説は検証でき
たと考えている。 

1)第 2 ステップについて 
1.1845/55 年ヴェーゼンフェルト闘争は、

いろいろな次元で営業認可制度導入直後の
混乱を示していた。住民は、正規の異議申し
立てを可能にする法制定を待望していたが、
既存の工場施設の遡及的適用は門前払いさ
れた。国王政府・市当局も、都市中心部への
化学工場の立地には反対の姿勢を示してい
た。特に、市当局は、建築・火災・公衆衛生
的観点からだけ行われる認可審査に懐疑的
であり、市議会ともども「都市共同体全体の
利益」を考慮した鑑定書による認可審査への
参加を要求した。 

2.1861/72年イエガー闘争と1869/73年ヴェ
ーゼンフェルト闘争では、改訂版『営業条
例』・『執行規則』で登場した公示免除の認可
手続きを採用していたため、住民の抵抗は封
じられてしまった。イエガー会社は、平然と

迷惑の垂れ流しを続けて、市民の怒りを爆発
させた。1872/75 年有力市民と市当局の連携
した反対運動により、主力工場の市外移転を
余儀なくされている。『営業条例』のもつ「住
民保護」のための法的基礎という主旨は十分
に機能していた。この点、公示免除手続きを
採用したなかで、国王政府が初めから専門家
の鑑定に基づき条件付き認可を考えていた、
ヴェーゼントフェルト闘争についても当て
はまる。ここでは、反対派住民の意見を代弁
してフル活動した環境派の上級市長 A.ブレ
ットの果たした役割が注目される。 

2)修正版仮説と第 3 ステップについて 
1.主体の複合性：従来は、認可の予備審査・

本審査・抗告審を担当する自治体当局、国王
政府、商務省を「政府」として一枚岩のもの
と考えていた。しかし、自治体当局は、『営
業条例』発布以前から独自に法令を発布する
など、公衆衛生と他の営業との関係調整とい
う立場から慎重な認可審査を行ってきてお
り、多くの場合、反対派住民と連携して戦っ
ていた。国王政府も、必ずしも企業利害の擁
護者とならずに、現地状況も考慮して判断を
下していた。 

2.ゲーム・ルールの複合性：上記の 2)-1.
と関連して、自治体当局の法令、あるいは隣
人権の系譜を引くと思える、「住宅地そばの
工場は、自発的か強制的かを問わず、市外・
外縁部」に移転する社会ルールが、強い影響
力をもっていた。 

3.上記の 2)-1,2 と関連して、認可闘争の判
定基準として現地状況(住民・自治体当局の声
と地形・風向・営業配置など)は、無視できな
い重みを持っていた。したがって、認可闘争
の鎮静化のためには、現地状況にかかわりな
く環境汚染・生活妨害は解決可能であるとす
る論理が不可欠だった。これが「科学技術主
義の勝利」に他ならない。認可審査に関与す
る専門家は、郡役人、地元実業学校教師、合
議団のメンバー、「裁判において宣誓の上証
言できる化学者」大学教授、抗告審の助言機
関である王立営業技術委員会まで多様だが、
1880 年代以降に序列化が始まり、20 世紀初
頭には確立した。 

4.自治体の法的・社会的ルールと隣人権の
根強い存続のなかで国王政府による認可体
制の集権化・統一化には、大きな摩擦を伴い
つつ長い年月が費やされた。「生産の科学化」
を基礎に寡占的大企業形成に向かう 1880 年
代以降に環境闘争は次第に後退していき、
「大工業の序曲」としての役割を終える。 
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